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議員提出議案第38号 

   朝鮮高級学校を高校無償化の対象とすることに反対する意見書 

 上記の議案を提出する。 

  平成22年12月15日 

            提出者 

 １番 むらまつ 勝康   ２番 平田 みつよし 

 ３番 く げ しげる   ４番 中 村 けいこ 

 ５番 秋 本 とよえ   ６番 筒 井 孝 尚 

 ７番 小 山 たつや   ８番 向 江 すみえ 

 ９番 上 村 やす子  １３番 出口 よしゆき 

１４番 黒柳 じょうじ  １５番 上 原 ゆみえ 

１６番 安 西 俊 一  １７番 秋 家 聡 明 

１８番 うてな 英 明  １９番 佐藤 ゆうだい 

２０番 うめだ 信 利  ２１番 大 高 た く 

２２番 清 水   忠  ２３番 工 藤 きくじ 

２４番 池田 ひさよし  ２５番 米 山 真 吾 

２６番 梅 沢 五十六  ２７番 小 用   進 

２８番 ふ せ 秀 明  ２９番 丸 山 銀 一 

３０番 斉 藤 初 夫  ３３番 荒 井 彰 一 

３４番 牛 山   正  ３５番 く ぼ 洋 子 

３６番 倉 沢 よう次  ３７番 舟 坂 ちかお 

４０番 新 村 秀 男 

 飾区議会議長   舟 坂 ちかお  殿 

 

   朝鮮高級学校を高校無償化の対象とすることに反対する意見書 

 朝鮮高級学校を高校授業料無償化の対象とするかについて、現在、北朝鮮による韓国砲

撃を受け審査を停止しているが、11月５日に髙木文部科学大臣が審査基準を正式に発表し、

教科書の記述などの具体的な教育内容は問わず、授業時数や教員数といった外形的な基準

が整えば、高校授業料無償化の対象となることが明言された。 
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 しかし、朝鮮高級学校の教育内容については、多くの国民に知られていないところであ

り、特に歴史教育においては、金日成国家主席・金正日総書記に対する徹底した個人崇拝

のもと、客観的な事実に基づく朝鮮の歴史ではなく、「金日成国家主席・金正日総書記の家

系史」が教育され、独裁専制政治を支える思想教育がなされており、教育基本法の理念と

大きく矛盾している。 

 また、朝鮮高級学校はわが国の破壊活動防止法上の調査対象である朝鮮総連（在日本朝

鮮人総連合会）の機関であり、総連は北朝鮮本国の監督下にある。憲法第89条が定める公

金支出の条件たる「公の支配」、つまりわが国の監督権が朝鮮学校に及ぶのかについて疑い

がある上、北朝鮮の労働党の機関紙は、就学支援金の支給は、生徒への支援ではなく朝鮮

高級学校への支援であるという認識の報道を行っている。このような状況のもとで、高校

無償化の意義を理解させ、就学支援金が真に子どもの教育に充てられるには、なお時間を

要すると思われる。 

 よって、本区議会は政府に対し、朝鮮高級学校を高校授業料無償化の対象としないこと

を現時点においては求めるものである。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 


